
人権啓発教材を活用して、
みんなで話してみませんか
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安
心
し
て
暮
ら
せ
る�

�
�

自
然
豊
か
な
郷

　
災
害
に
強
い
人
と
ま
ち
づ
く
り
、
安
心

し
て
暮
ら
せ
る
ま
ち
づ
く
り
の
推
進
の
た

め
に
、
自
主
防
災
組
織
の
強
化
を
進
め
る

と
と
も
に
、
日
頃
か
ら
地
域
の
つ
な
が
り

を
深
め
、
自
分
た
ち
の
命
は
自
分
た
ち
で

守
る
と
い
う
意
識
の
高
揚
に
取
り
組
ん
で

い
ま
す
。

　
ま
た
、
災
害
だ
け
で
な
く
、
防
犯
灯
や

ゴ
ミ
集
積
場
の
整
備
、
交
通
安
全
の
啓
発

な
ど
、
ま
ず
、
人
々
が
安
心
し
て
暮
ら
せ

る
住
み
よ
い
地
域
づ
く
り
を
め
ざ
し
活
動

し
て
い
ま
す
。

心
豊
か
な
人
が
育
ち
、�

�
�

生
き
生
き
と
暮
ら
せ
る
郷

　
地
域
の
高
齢
化
が
進
む
中
、
未
来
の
鮎

河
を
担
う
子
ど
も
た
ち
の
健
全
な
育
成
に

重
要
な
地
域
環
境
の
整
備
に
向
け
、
活
動

し
て
い
ま
す
。

　
ま
た
、
長
年
地
域
に
貢
献
し
て
こ
ら
れ

た
高
齢
者
が
生
き
生
き
と
暮
ら
し
て
い
け

る
よ
う
に
、
福
祉
機
器
の
整
備
や
交
流
の

場
の
設
定

を
行
い
、

多
数
の
参

加
を
得
て

進
め
て
い

ま
す
。

人
、
地
域
が
き
ら
め
き
、�

�
�

賑
わ
い
の
あ
る
郷

　
過
疎
、
高
齢
化
が
喫
緊
の
課
題
で
あ
る

こ
と
か
ら
、
地
域
の
活
性
化
・
他
地
域
と

の
交
流
を
目
的
と
し
た
、
よ
り
多
く
の
人

が
集
う
場
の
提
供
、鮎
河
の
よ
さ
（
自
然
・

産
業
）
を
発
信
し
て
い
く
た
め
の
機
会
づ

く
り
を
行
っ
て
い
ま
す
。

鮎河
自治振興会

▲防災隊・消防団研修

▲ふれあいサロン

▲黒川氏城跡・高尾城跡ウォーキング

▲鮎河さくらまつりでのもちつき

▲夏休み子どもの集い
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自
治
振
興
会
の

活
動
内
容
を

紹
介
し
て
い
ま
す

問合せ
鮎河自治振興会
TEL ･ FAX 60-2721

問合せ
生活環境課 防犯交通対策係
TEL 69-2143　 FAX 63-4582

問合せ
甲賀広域行政組合消防本部 予防課
TEL 63-7932　 FAX 63-7940
組合ホームページ：http://www.koka-koiki.jp

身近にある「危険物」を認識していますか
　私たちの身近な存在であるガソリン・灯油・軽油などの燃料や、
プラスチック・化学繊維などの原料は、「危険物」と定められています。
　一般的に危険物とは、消防法に定められており、「火災が起こりや
すい」「火災が拡大しやすい」「消火が難しい」といった特性があり、
取り扱いを誤ると大きな事故を招く恐れがあります。
　皆さんも、身の周りにある危険物の性質や使い方を十分に理解し、
その安全な取り扱いに努め、危険物による事故を起こさないように
しましょう。
　甲賀消防本部のホームページにも、これら危険物の保管方法や正
しい取り扱い方法などの関連記事を掲載していますので、ぜひご覧
ください。

甲賀消防管内における各種災害の発生件数

やめよう暴走行為
　暴走族は、交通ルールを無視して暴走を繰り返し、皆
さんに大きな迷惑をかけています。また、暴走行為は他
人に迷惑と危険を与えるだけでなく暴走している自分自
身や同乗者が死亡したり怪我をしたりする非常に危険な
ことです。暴走族を許さない
環境づくりのため「暴走をしな
い・暴走させない・暴走を見
にいかない」取り組みを地域
ぐるみで展開しましょう。

市内における交通（人身）事故発生状況
本年 前年 増減数 ４月中

発生件数 85件 93件 ー8件 21件

死者数 1人 4人 ー3人 0人

負傷者数 103 人 103 人 0人 26人

（平成29年4月末現在）

火災 救急 救助 その他
甲賀市 15件 1,201 件 24 件 69 件
前年比 ー14 件 55 件 3件 ー11 件

（平成29年4月末現在）

～
み
ん
な
で
支
え
て
、
み
ん
な
で
つ
く
る
、

　
鮎
河
の
未あ

し
た来

～羽
ば
た
け
鮎
河
自
治
振
興
会

　『
住
民
自
ら
が
学
区
の
将
来
像
を
考
え
、
そ
の
実
現
に
向
け
て
行
動
す
る

こ
と
に
よ
っ
て
住
み
よ
い
ま
ち
づ
く
り
と
住
民
自
治
振
興
に
寄
与
す
る
』

と
い
う
会
の
目
的
の
具
現
化
に
向
け
て
の
取
り
組
み
を
進
め
て
い
ま
す
。

問合せ 人権推進課 人権教育室　TEL 70-0022　 FAX 70-3016

　甲賀市人権啓発教材「一人ひとりが輝くためにＶＯＬ・１１」を作成しました。
地区別懇談会や職場の人権研修の場で、ぜひご活用ください。

人権の学びのめざすもの
・人権を大切にする人を育てること
・�本来持っている能力を発揮し、自分らしく生きること
・�人と人が豊かにつながり、今を共に生きること
人権の学び方
・�人権の大切さや人間の尊厳について学ぶ　　
・�女性や子どもなど個別的な人権問題について学ぶ

もっとゆたかに　〜豊かな人権文化の創造に向けて〜
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